
東芝テック株式会社

■東芝テック複合機 e-STUDIO新シリーズ高速機

■2024年1月完全施行まであとわずか！！

今なら間に合う電帳法対応ソリューション

東芝テック複合機

e-STUDIO新シリーズ高速機

2023年（令和5年）6月1日 木曜日 おふぃすかわら版 2023年6月号 ＜1面＞

全シリーズの
特設サイトはこちら

※写真はオプションを装着した状態です。

新発売

2023年

5月18日

発表!

A3カラー/モノクロ 2モデル4機種 2023年7月3日
発売予定

クラウドストレージサービスも東芝テック！

コラストレージ

ビジネスの「これから」とともに進化するハイスペックモデル

掲載商品のお問い合わせ等は、弊社営業担当までお願いいたします



東芝テック株式会社

電帳法対応の
ために必要な対応

１. 事務処理規程を用意
２. 保存データ毎に、検索情報を付与して、Collastorage

へ保存

2023年（令和5年）6月1日 木曜日 おふぃすかわら版 2023年6月号 ＜2面＞

今なら間に合う

税理士監修

2024年1月完全施行まで

あとわずか！！ 電帳法対応ソリューション

電帳法とは 電子帳簿保存法（＝電帳法）とは、国税関係の帳簿や書類などの電子保存を認める法律のことです。

メール・インターネット取引が増える中、 １．納税の証拠書類をきちんと保存とした上で
２．紙書類の保存負担を軽減する

○電子帳簿保存法のもと
・真実性の確保：タイムスタンプ or 事務処理規定を準備
・可視性の確保：ディスプレイ、プリンタの用意
・自社開発システムの場合：マニュアルを保管
・検索機能の確保（または、ダウンロード）

◇電子取引保存の要件

■宥恕措置は終了 ：2023年12月31日で終了（データで発行、受領した際に、紙だけの保管が認められなくなる）
■猶 予 措 置 ：出力書面による保存 ＋ 税務調査時のデータ提出（相当の理由がある場合）
■検索機能改正予定：(提示を求められた際に、データの提出または、データと整理した出力書面の提出に同意を条件に）

特例として、 検索機能が不要（予定）

・書類の発行：電子データで送付・保管してもよい
・書類の受領：紙をスキャンし電子データで保管してもよい
・データの発行・受領：データのまま保管する電子取引保存義務

最低７年のデータ保存が必要！
データ消失のリスクを考えると、

安全で安心なCollastorageが最適

請求書

PDF

電子帳簿保存法の目的

Collastorageで、
電帳法対応を始められます

Yes/No チャートでかんたん診断！
お客様の状況に合わせた電帳法対応を探せます

■通常時と特例時の比較

メリット デメリット

検索機能を
つけない
（特例）※予定

作業の流れが単純に
なる

税務調査時に求めに
応じてデータを提出

検索機能を
つける
（原則）

税務調査でデータ提
出を避けられる

検索項目追加の作
業が発生（ソフト追
加の場合も）

スタート
Yes
No

紙で受領した書面も、
電子データで保存する

経費削減なども見込める
スキャナ保存要件対応

保存だけで対応
電帳法対応（特例）

保存と検索項目を追加し
電帳法対応（原則）

A

B

C

税務調査の際、
税務署に、データを渡
しても良い

今の作業手
順を変えても
良いですか？

電帳法対応
できていますか？

何かお困りごとが出てき
た際は、ご相談ください

Collastorgeだけで、すぐに電帳法対応が始められます

特例を利用した、
電帳法対応

紙で受け取ったものは紙で処理し、電子で受け
取ったものだけ電帳法に対応します

A スキャナ保存要件に
対応

電子データだけでなく、書面もデータ化して保存する
運用です。電子化をすすめた一歩先を行く対応です

C

・メール
・請求システム

FAX
（受信データを紙に
出さずデータで受信）

FAX ▶▶

電子データ（PDFなど）

印刷

経理処理

紙の
ファイリング

Collastorage保存

※特例を選択した際は、税務調査時、求めに応じ全データを提出する必
要があります

＊売上5000万円以下の場合は、出力書面の保存は不要です。

2022年度

参考）保存時のイメージ

電帳法関連以外の各種データ

電帳法専用

2023年度

2024年度

フォルダーには
経理担当
だけに

権限設定

電帳法対応の
ために必要な対応

１. 事務処理規程を用意
２. Collastorageへ保存
３ .出力書面（日付等ごとに整理必要）の保存＊

Collastorgeと検索情報付与で、原則に沿った電帳法
対応が始められます

・メール
・請求システム

FAX
（受信データを紙に
出さずデータで受信）

FAX ▶▶

電子データ（PDFなど）

経理
処理

慣れるまで、今まで
通り印刷して紙を保
存することを同時に
しても問題はありま
せん

検索情報付与

Collastorage保存

2022年度

参考）保存時のイメージ

電帳法関連以外の各種データ

電帳法専用

2023年度

2024年度

フォルダーには
経理担当
だけに

権限設定

原則に沿った、
電帳法対応

紙で受け取ったものは紙で処理し、電子で受け取っ
たものに検索項目を付与して電帳法に対応します

B

スキャナ要件の対応も、追加料金なく始められます
（B案に紙をスキャンする作業が追加されます）

電帳法対応のために必要な対応

１. 事務処理規程を用意
２. 保存データ毎に、検索情報を付与して、Collastorage

へ保存

・メール
・請求システム

FAX（受信データを紙に
出さずデータで受信）

FAX ▶▶

電子データ（PDFなど）

経理
処理

紙の請求書や領収書なども
電子化するメリット
・紙の保管スペースが不要になります
・BPO対策
・拠点と原本のやり取りの時間と
コスト削減

検索情報付与

Collastorage
保存

紙（請求書・納
品書など）複合
機でスキャン

紙で受領した書類
は廃棄

価格については、弊社営業担当までお問い合わせください

掲載されている情報については万全を期しておりますが、分かりやすさを優先し簡略化して記載している場合もあります。詳細については、顧問税理士やその他専門家にご確認いただきますよう、お願いいたします。


